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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ランナ位置決め突起を裏面に設けた分割表面材を、間仕切り壁の形成を予定する位置で
、対向する天井面及び／又は床面の表面材に適宜幅で設けた隙間へ、間仕切り壁の必要時
には、分割表面材を裏返して室内側にランナ位置決め突起を出現させて表面材の隙間に嵌
着し、このランナ位置決め突起にランナを取り付けて間仕切り壁面を形成すること、不必
要時には間仕切り壁面及びランナを取り外し、分割表面材の表面を室内側に向けて表面材
と面一となって隙間に嵌着することを特徴とする間仕切り壁の形成・取り外し方法。
【請求項２】
　表面材が当着する下地に、ランナ位置決め突起を嵌挿する凹部が形成され、分割表面材
の表面と表面材とが面一となって隙間に嵌合することを特徴とする請求項１記載の間仕切
り壁の形成・取り外し方法。
【請求項３】
　分割表面材とランナ位置決め突起は別体で構成され、対応部に形成した貫通孔に連結具
を挿通し、下地材に止着して嵌着することを特徴とする請求項１又は２記載の間仕切り壁
の形成・取り外し方法。
【請求項４】
　連結具をネジとし、分割表面材の貫通孔表面部及びランナ位置決め突起の貫通孔裏面部
に、ネジの頭部の突出を防止する凹部を形成したことを特徴とする請求項３記載の間仕切
り壁の形成・取り外し方法。
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【請求項５】
　連結具をネジとし、分割表面材の貫通孔表面部にネジの頭部の突出を防止する凹部を形
成したこと、ランナ位置決め突起が金属製の角筒体であり、裏面に形成した貫通孔はネジ
の頭部が通る大きさに形成したことを特徴とする請求項３記載の間仕切り壁の形成・取り
外し方法。
【請求項６】
　連結具をネジとし、分割表面材の貫通孔表面部にネジの頭部の突出を防止する凹部を形
成したこと、ランナ位置決め突起が金属製の断面コ字状体であり、分割表面材と当接する
中間板面に貫通孔を形成したことを特徴とする請求項３記載の間仕切り壁の形成・取り外
し方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は壁の形成や、その取り外しを容易にできると共に、正確に形成する場所の素地
ができ、取り外した後の釘やネジ跡が残らない方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　撤去可能な間仕切り壁を単純な構造で固定できる目的で、例えば特開２００４－２７８
０６０号公報では、天井高より１～２ｃｍ程度低くしてある間仕切り壁本体を室内に搬入
して位置決めし、間仕切り壁本体と天井との隙間にゴム板を挿入し、本体の移動を防止す
ると共に、間仕切り壁本体の上部の片面、または、両面にＬ字型の張り出し部材を水平部
が天井に接するように釘で固定し、間仕切り壁の転倒を防止し、更に、張り出し部材の水
平部にはゴムシートが貼り付けて間仕切り壁の水平移動を防いだ構成が開示されている。
【０００３】
　特開平０７－２０７７８４号公報では、壁心に沿って所定間隔を隔てて配置された鋼製
スタッドをその上下端部で天井ランナ及び床ランナにそれぞれ固定し、壁面を形成する板
材である建築用ボードをビス及び／又は接着剤にて鋼製スタッドからなる間柱、天井ラン
ナ及び床ランナにそれぞれ固定することによって施工する一般的な間仕切り壁の施工方法
が開示されている。
【０００４】
　また、実開昭５４－１０３０１１号公報では、充分な間仕切壁の強度を得るために、裏
面に中実の補強リブが貼着された、例えば石膏ボード又は珪酸カルシウム板等の建築用ボ
ードを床ランナ及び天井ランナに固定する方法が開示され、間柱を省略した所謂ノンスタ
ッド構造の間仕切り壁が示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－２７８０６０号公報
【特許文献２】特開平０７－２０７７８４号公報
【特許文献３】実開昭５４－１０３０１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記の特許文献１では、簡易で一時的な間仕切り壁の形成には利点が認められるけれど
、長期的な期間を安定して維持するには強度的に問題がある。
　また、他の特許文献２、３は恒久的な間仕切り壁の形成を正確容易に行なうことを目的
とした構成を示すものである。
【０００７】
　そこで、本発明は、間仕切り壁を建築後に後から容易に取り付け、又は取り外すことが
できること、正確に予定の位置に設置、又は取り外しの素地があること、
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　取り外した後に釘やビス跡が残らないこと、取り付け、取り外しに特別の部材を必要と
しないこと等を目的とした方法を提供せんとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る請求項１に記載の壁間仕切りの形成・取り外し方法は、ランナ位置決め突
起を裏面に設けた分割表面材を、間仕切り壁の形成を予定する位置で、対向する天井面及
び／又は床面の表面材に適宜幅で設けた隙間へ、間仕切り壁の必要時には、分割表面材を
裏返して室内側にランナ位置決め突起を出現させて表面材の隙間に嵌着し、このランナ位
置決め突起にランナを取り付けて間仕切り壁面を形成すること、不必要時には間仕切り壁
面及びランナを取り外し、分割表面材の表面を室内側に向けて表面材と面一となって隙間
に嵌着することを特徴とするものである。
【０００９】
　請求項２に記載の間仕切り壁の形成・取り外し方法の発明は、請求項１記載の発明にお
いて、表面材が当着する下地に、ランナ位置決め突起を嵌挿する凹部が形成され、分割表
面材の表面と表面材とが面一となって隙間に嵌合することを特徴とするものである。
【００１０】
　請求項３に記載の間仕切り壁の形成・取り外し方法の発明は、請求項１又は２記載の発
明において、分割表面材とランナ位置決め突起は別体で構成され、対応部に形成した貫通
孔に連結具を挿通し、下地材に止着して嵌着することを特徴とするものである。
【００１１】
　請求項４に記載の間仕切り壁の形成・取り外し方法の発明は、請求項３記載の発明にお
いて、連結具をネジとし、分割表面材の貫通孔表面部及びランナ位置決め突起の貫通孔裏
面部に、ネジの頭部の突出を防止する凹部を形成したことを特徴とするものである。
【００１２】
　請求項５に記載の間仕切り壁の形成・取り外し方法の発明は、請求項３記載の発明にお
いて、連結具をネジとし、分割表面材の貫通孔表面部にネジの頭部の突出を防止する凹部
を形成したこと、ランナ位置決め突起が金属製の角筒体であり、裏面に形成した貫通孔は
ネジの頭部が通る大きさに形成したことを特徴とするものである。
【００１３】
　請求項６に記載の間仕切り壁の形成・取り外し方法の発明は、請求項３記載の発明にお
いて、連結具をネジとし、分割表面材の貫通孔表面部にネジの頭部の突出を防止する凹部
を形成したこと、ランナ位置決め突起が金属製の断面コ字状体であり、分割表面材と当接
する中間板面に貫通孔を形成したことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１の発明は、ランナ位置決め突起を裏面に設けた分割表面材を、間仕切り壁の形
成を予定する位置で、対向する天井面及び／又は床面の表面材に適宜幅で設けた隙間へ、
嵌着自在としたため、間仕切り壁の必要時には、分割表面材を裏返して室内側にランナ位
置決め突起を出現させ、不必要時には、分割表面材の表面を室内側に向けて表面材と面一
とすることによって、簡単に間仕切り壁の取り付け取り外しの素地ができる効果を有する
。
【００１５】
　即ち、間仕切りの壁を後から正確に取り付けるための素地が得られる効果があり、分割
表面材を間仕切り壁の有無に拘わらず常に使用し、同じ分割表面材を対向する天井面及び
／又は床面に利用できるものであって、間仕切りの壁の形成・取り外しに新たな別の部材
を用意する必要がなく、間仕切り壁を取り外した後の釘・ビス等の後が残らず、資源上及
び経済上の効果も発揮するものである。
【００１６】
　請求項２の発明は、請求項１の効果に加えて、表面材が当着する下地に、ランナ位置決
め突起を嵌挿する凹部が形成されるため、間仕切り壁の無い状態では、分割表面材の表面



(4) JP 5666516 B2 2015.2.12

10

20

30

40

50

と表面材とが面一となって隙間に嵌合し、床面や天井面に凹凸を生じさせない効果を有す
るものである。
【００１７】
　請求項３の発明は、請求項１又は２の効果に加えて、分割表面材とランナ位置決め突起
を別体で構成したため、床面や天井面に又はランナに相応しい素材を選択して構成できる
効果があり、対応部に形成した貫通孔に連結具を挿通し、下地材に止着して嵌着すること
により、両部材の位置決めと固定を確実に行なえる効果を発揮するものである。
【００１８】
　請求項４の発明は、請求項３の効果に加えて、連結具をネジとし、分割表面材の貫通孔
の表面部及びランナ位置決め突起の貫通孔の裏面部に凹部を形成したため、ネジの頭部が
分割表面材から突出するのを防止する効果を有する。
【００１９】
　請求項５の発明は、請求項３の効果に加えて、ネジの頭部が分割表面材から突出するの
を防止する効果と共に、ランナ位置決め突起を金属製の角筒体とし、裏面に形成した貫通
孔はネジの頭部が通る大きさに形成したため、ネジの頭部が角筒体の裏面から突出するの
を防止する効果を有する。
【００２０】
　請求項６の発明は、請求項３の効果に加えて、ネジの頭部が分割表面材から突出するの
を防止する効果と共に、ランナ位置決め突起が金属製の断面コ字状体とし、分割表面材と
当接する中間板面に貫通孔を形成したため、ネジの頭部がコ字状長尺体から突出するのを
防止する効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施の形態を示す間仕切り壁の無い時の断面図である。
【図２】本発明の一実施の形態を示す間仕切り壁を形成時の断面図である。
【図３】分割表面材の断面図である。
【図４】分割表面材の他の実施の形態を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明の実施の形態例を図面に基づいて説明する。
　図１は本発明の一実施の形態を示す間仕切り壁の無い時の断面図であり、図２は同じく
間仕切り壁を形成した時の断面図である。
【００２３】
　図１に於いて、床面及び天井面には、夫々の表面材１、２が下地材３、４に当着されて
いる。
　また、床面及び天井面の表面材が対向する位置に適宜幅で切除されて隙間５、６が形成
され、該隙間５、６へ分割表面材７、８が嵌合している。
この隙間５、６及び分割表面材７、８は間仕切り壁の形成を予定する位置に設けられる。
【００２４】
　各分割表面材７、８の表面は、床面及び天井面の表面材１、２と同様の素材・処理がな
され、裏面は中央長手方向にランナ位置決め突起９を設けてあり、この突出部分を収容で
きる凹部１０、１１が下地材３、４に形成されている。
　したがって、分割表面材７、８は、その表面が表面材１、２と面一となって隙間５、６
に嵌合するものとなる。
【００２５】
　分割表面材７、８とランナ位置決め突起９は別体で構成され、ランナ位置決め突起９は
金属製の角筒体を成し、互いの対応部に形成した貫通孔７１と９１ａ、９１ｂ及び８１と
９１ａ、９１ｂに連結具１２を挿通し、下地材３、４に止着するものである。
　図面では、連結具１２をネジとし、分割表面材７、８の貫通孔７１、８１の表面部に凹
部７２、８２を形成し、ネジの頭部が外部へ突出するのを防止している。
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　尚、図中１３はキャップである。
【００２６】
　図２は間仕切り壁１４を形成した状態を示す断面図である。
　先ず、間仕切り壁１４の形成に際して、分割表面材７、８を嵌着しているネジ１２を外
し、次に、分割表面材７、８を裏返して室内側にランナ位置決め突起９を出現させて表面
材１、２の隙間５、６に嵌合し、ネジ１２をランナ位置決め突起９側から挿入して下地材
３、４へ螺入して嵌着するものである。
【００２７】
　この時、ランナ位置決め突起９の裏面に形成した貫通孔９１ｂは、ネジの頭部が通り抜
ける大きさに形成され、ネジの頭部が内側の貫通孔９１ａに係止して挿通されるため、ネ
ジの頭部がランナ位置決め突起９の裏面外部へ突出することを防止する。
【００２８】
　そこで、ランナ位置決め突起９、９が、間仕切り壁１４の形成を予定する位置の対向す
る天井面及び床面に出現して隙間５、６に嵌着されるため、このランナ位置決め突起９、
９を利用して、ランナ１５を設置することで、容易活正確に間仕切り壁１４を構築する素
地ができるものである。
　また、間仕切り壁１４の必要が無くなれば、取り外して図１の状態へ戻すことも容易で
ある。
【００２９】
　図４は分割表面材７、８の他の実施の形態を示す断面図であり、ランナ位置決め突起９
を金属製の断面コ字状体とし、分割表面材７と当接する中間板９２に貫通孔９１を形成し
たものである。
【００３０】
　ランナ位置決め突起９の金属にはアルミニュウムが選択でき、分割表面材７、８の長さ
方向に亘って形成することも、間隔を空けて直線状に部分的に設けることも可能である。
　また、本発明を図面に基づいて説明した実施の形態における具体的構成は一例であり、
同様の作用効果を得られる他の構成又は手段を排除するものではない。
【符号の説明】
【００３１】
１、２　　　　　　　　　　　　　　表面材
３、４　　　　　　　　　　　　　　下地材
５、６　　　　　　　　　　　　　　隙間
７、８　　　　　　　　　　　　　　分割表面材
９　　　　　　　　　　　　　　　　ランナ位置決め突起
１０、１１　　　　　　　　　　　　凹部
１２　　　　　　　　　　　　　　　連結具
１３　　　　　　　　　　　　　　　キャップ
１４　　　　　　　　　　　　　　　間仕切り壁
１５　　　　　　　　　　　　　　　ランナ
７１、８１、９１、９１ａ、９１ｂ　貫通孔
７２、８２　　　　　　　　　　　　凹部
９２　　　　　　　　　　　　　　　中間板
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